
届出日 年 月 日

フリガナ

生年月日 年 月 日

〒

電話番号

※発行本部記入欄

①廃止カード番号 O C
③廃止日 年 月 日

＜担当課＞

〒700-8544

岡山市北区大供一丁目１－１　岡山市役所６階

岡山市都市整備局都市・交通部　交通政策課

ＴＥＬ：086－803-1376

ハレカハーフ返還届

※チャージ金の返還手続きはお済みですか？

入金分

返還確認

上記太枠内を記入し、ハレカハーフカードを岡山市へ返還してください。（郵送可）

氏名

住所



①ハレカハーフの残金を払い戻す（残金がない場合は②へ）

場所

②返還届に必要事項を記入の上、払い戻し後（残金ゼロ）のハレカハーフと

 共に各区役所 総務・地域振興課窓口または岡山市役所６階 交通政策課

 に持参する（郵送可）

手帳や受給者証を一時的に失効している方へ

結婚などの理由で姓等が変更になった方へ

※ハレカハーフ申込情報の変更がされていないと「ハレカハーフ返還のお願い」が

　届くことがあります。
　新しいお名前で再発行の申し込みをしてください。（再発行後使用可）

※再発行申し込みには変更前と変更後の併記をお願いします

ハレカハーフ返還手順（①→②）

必要な物

　岡山駅東口バスターミナル岡電窓口のみ対応

・払い戻しするハレカハーフ

・ハレカハーフ所有者と姓が違う場合は

　ハレカハーフ所有者の身分証明書（保険証等）
　※亡くなられている場合は死亡診断書等も可

・払い戻しに来られた人の身分証明書

<担当者>

〒700-8544

岡山市北区大供一丁目１－１　岡山市役所６階

岡山市都市整備局都市・交通部 交通政策課
ＴＥＬ：086－803-1376

ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください

※一時的な失効（更新申請中等）の場合は、失効中の使用を停止し、

　再取得後に再び使用することができます

プレミア分をのぞき、手数料に足りない場合は、

1000円チャージして残金の払い戻しをして

いただきますようお願いいたします

手数料

・210円


